
 

青い鳥こども園運営規程  

社会福祉法人ふたつわ会  

（施設の名称等）  

第１条 社会福祉法人ふたつわ会が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおり

とする。  

（１）名称  青い鳥こども園  

（２）所在地  新潟県新潟市北区須戸５８８番地   

 

（施設の目的）  

第２条 （青い鳥こども園（以下「当園」という。）は、特定教育・保育施設の適切

な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する

小学校就学前の子ども（以下「利用子ども」という。）に対し、適正な特定教育・

保育を提供することを目的とする。  

 

（運営の方針）  

第３条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことによ

り、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを

目指す。  

２ 当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立っ

て、特定教育・保育を提供するよう努める。  

３ 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、

小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の

児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努める。  

４ 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努める。  

 

（提供する特定教育・保育の内容）  

第４条 当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認

定こども園教育・保育要領を踏まえ、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づ

き、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する。  



 

 

 （保護者に対する子育て支援の内容）  

第５条 当園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第

一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極

的に支援するものとする。  

２ 当園は、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、

その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施

することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下

で行うものとする。  

３ 当園は、保護者に対する子育ての支援において、地域の人材及び社会資源の活用

を図るよう努める。  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第６条 当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内

容は次のと  おりとする。なお、員数は入所人数により変動することがある。  

（１）園長 １人  

園長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管

理及び業務の管理を一元的に行う。  

（２）副園長  １人  

 副園長は園長の補佐を行う。  

（３）主幹保育教諭 ２人  

主幹保育教諭は、園長を補佐するとともに、計画の立案や利用子どもの保護者からの

育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。  

（４）保育教諭 １８人以上  

保育教諭は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づきすべての

子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。  

（５）調理員 ２人以上  

調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。  

（６）嘱託医  １人  

嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及

び支給認  定保護者への相談・指導を行う。   

（７）嘱託歯科医  １人  



 

嘱託歯科医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健

診、職員及び支給認定保護者（以下｢当該保護者｣という。）への相談・指導を行う。  

 

（特定教育・保育を行う日）  

第７条 教育・保育を行う日は、次のとおりとする。  

（１）  教育標準時間認定子ども  

月曜日から金曜日までとする。  

１学期 ４月１日から７月３１日  

２学期 ８月１日から１２月３１日  

３学期 １月１日から３月３１日  

（２）  保育認定こども  

月曜日から土曜日までとする。  

２ 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とす

る。  

（１）教育標準時間認定子どもに係る休業日  

ア 土曜日  

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

ウ 学年末休業（卒園式後の平日２日程度）  

エ 学年年始休業（４月１日から入園式前日まで）  

オ 夏季休業（８月１２日から８月１６日まで）  

カ 冬季休業（１２月２８日から１月４日まで）  

（２）保育認定子どもに係る休業日  

ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

イ 年始休日（１月２日及び１月３日）  

ウ 年末休日（１２月２９日から１２月３１日）  

３ 当園は、前２項の規定に関わらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある

又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を

行い、前項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することがある。  

４ 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わ

ないことがある。  

 

 



 

（特定教育・保育の提供を行う時間等）  

第８条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。  

（１）保育標準時間認定に係る保育時間（１１時間）は、午前７時００分から午後６

時００分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。  

（２）保育短時間認定に係る保育時間（８時間）は、午前８時００分から午後４時０

０分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。  

（３）教育標準時間は、午前９時００分から午後１６時００分とする。  

２ 当園の開所時間は、次のとおりとする。  

（１）月曜日から金曜日  午前７時００分から午後７時００分。  

（２）土曜日  午前７時００分から午後６時３０分。  

３ 当園は、利用子どもが、やむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育

時間（１１時間）及び保育短時間認定に係る保育時間（８時間）の前後に保育を希

望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。  

４ 当園は、教育標準時間認定子どもが、やむを得ない理由により、教育時間の前後

に保育を希望する場合には開所時間内において預かり保育を実施することとする。  

 

（利用者負担その他の費用等）  

第９条 利用子どもの保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担を利用

子どもの保護者から徴収する。  

２ 当園は、新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例第１３条第４項の規定により、別表１に掲げる実費を徴収する。  

３ 当園は、延長保育事業の実施に必要な経費の一部について、利用者負担として別

表２に掲げる費用を徴収する。  

４ 当園は、預かり保育の実施に必要な経費の一部について、利用者負担として別表

３に掲げる費用を徴収する。  

 

（利用定員）  

第１０条 利用定員は、次のとおりとする。  

学年  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  計  

１号     ５人  ５人  ５人  １５人  

２号･３号  ６人  ２４人  ２５人  ２５人  ２５人  ２５人  １３０人  

 



 

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）  

第１１条 当園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたとき

は、正当な理由がなければ、これを拒まない。  

２ 利用の申込みに係る教育標準時間認定子どもの数及び現に利用している教育標準

時間認定子どもの数の総数が、第１０条に定める利用定員の総数を超える場合は、

次の方法により選考する。  

（１）当園の教育理念に基づき決定する方法  

（２）抽選により決定する方法  

３ 前項の選考方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示す

る。  

４ 当園は、市が行った利用調整により保育認定子どもの当園の利用が決定されたと

き又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。  

 

（利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項）  

第１２条 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載し

た書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認し同意を得る。  

２ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終

了するものとする。  

（１）子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号及び第３号に規定する小学校就学

前子どもの区分に該当しなくなったとき。  

（２）利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。  

（３）市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。  

（４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。  

 

（緊急時等における対応方法）  

第１３条 当園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに

体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又

は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。  

 

（非常災害対策）  

第１４条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知す



 

るとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。  

 

（虐待の防止のための措置）  

第１５条 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措

置を講ずるよう努める。  

 

（秘密保持）  

第１６条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行

う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじ

め文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合も

しくは別に定めのある場合は除く。  

 

（苦情解決）  

第１７条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。  

２ 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。  

３ 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市か

ら指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うもの

とする。  

４ 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。  

 

（記録の整備）  

第１８条 当園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存する。  

（１）特定教育・保育の提供に当たっての計画  

（２）特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録  

（３）支給認定保護者に関する市への通知に係る記録  

（４）苦情の内容等の記録  

（５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  



 

附則  

この規定は令和３年４月１日から施行する。  

２令和５年４月１日一部改正、実施する。  

３令和６年４月１日一部改正、実施する。  

４令和７年４月１日一部改正、実施する。  

５令和８年４月１日一部改正、実施する。  

 

 



 

 

別表１（特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担）  

項目  内容、負担を求める理由、目的  金額  

１・２号認定子どもに

係る副食費 
食事の提供に要する費用を徴収  月額４,９００円 

スポーツ保険料  日本スポーツ振興センター  ２１０円  

行事費 遠足等に係る交通費や施設使用料  随時、実費を徴収  

スモック代  ３歳児から購入  実費  

教材費  

名札、学年カラー帽子、通園カバン、

水泳帽子、自由画帳、ワーク、自由

画帳、マーカーペン  

実費  

絵本代  月間絵本  実費  

鍵盤ハーモニカ代  ３歳児から使用  実費  

登降園カード代  追加分  実費  

連絡ノート代  追加分  実費  

卒園制作材料代  

卒園アルバム代  

卒園写真代  

５歳児  実費  

 

別表２  

項目  金額  

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担  ３０分１００円  

 

別表３  

項目  金額  

教育標準認定子どもの預かり保育に係る利用者負担  

８ :００～８ :５９ １６ :０１～１８ :００  
３０分１００円  

 


